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指
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中
近
の
呼
称

中
近
（
な
か
ち
か
）
の
町
名
は
、
中
村
、
近
戸
両
町
で
奉
仕
す
る

所
か
ら
来
て
い
ま
す
が
、
古
く
は｢

中
村｣

で
し
た
。

い
つ
頃
か
ら｢

中
近｣

の
呼
称
が
成
立
し
た
も
の
か
定
か
な
事
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

秩
父
地
方
の
曳
山
は
、
踊
り
な
ど
の
芸
能
を
演
ず
る｢

屋
台｣

と
神

道
に
基
づ
く｢

笠
鉾｣

に
大
別
さ
れ
（
か
さ
ぼ
こ
、
と
濁
る
の
が
本
来

の
呼
称
）
中
近
は
そ
の
両
方
の
構
造
を
持
っ
た
複
合
体
で｢

屋
台
笠
鉾｣

と
呼
ば
れ
る
大
変
珍
し
い
様
式
で
す
。

た
だ
中
近
の
屋
台
は
、
内
室
式
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
形
式
で
芸
能

の
要
素
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

中
近
は
毎
年
十
二
月
三
日
の
秩
父
夜
祭
り
に
曳
行
さ
れ
る
六
台
の

笠
鉾
、
屋
台
の
一
つ
で
、
秩
父
夜
祭
り
の
起
源
に
つ
い
て
は
秩
父
神

社
の
古
記
録
に
寛
文
年
中
（
１
６
６
１
～
７
３
）
と
の
記
述
が
あ
り
、

こ
れ
を
基
に｢

３
５
０
年
の
伝
統｣

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
現
在
の
笠
鉾
、
屋
台
の
創
始
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
資

料
か
ら
享
保
年
間
（
１
７
１
６
～
３
６
）
と
す
る
説
が
有
力
で
、
い

ず
れ
に
し
て
も｢

３
０
０
年
の
伝
統｣

が
あ
り
ま
す
。

夜
祭
り
で
は
秩
父
神
社
よ
り
御
進
発
の
触
れ
札
を
授
か
り
、
御
神

幸
祭
を
一
番
組
と
し
て
、
附
け
祭
り
の
先
頭
を
供
奉
し
ま
す
。

中
近
笠
鉾
の
創
建
と
変
遷

正
徳

２
年
（
１
７
１
２
）
五
層
の
笠
鉾
と
な
る
（
祭
礼
日
記
）

安
永

４
年
（
１
７
７
５
）｢

中
村
笠
鉾｣

の
記
載
（
祭
礼
費
取
立
帳
）

寛
政

７
年
（
１
７
９
５
）
妙
見
地
内
に
三
階
に
飾
る
（
同
）

寛
政
１
１
年
（
１
７
９
９
）
屋
台
行
事
禁
止
（
寛
政
の
改
革
）

文
化

６
年
（
１
８
０
９
）
屋
台
行
事
復
活

文
久

３
年
（
１
８
６
３
）
秩
父
地
方
初
の
登
勾
欄
（
の
ぼ
り
こ
う
ら
ん
一
般
的

に
は
階
段
）
付
設
、
高
欄
青
白
龍
彫
刻
新
調

明
治
１
３
年
（
１
８
８
０
）
屋
台
笠
鉾
完
成
、
現
在
の
容
姿
が
整
う
（
こ
れ
に

よ
り
旧
笠
鉾
を
同
三
十
年
、
秩
父
市
栃
谷
に
譲
渡
、

栃
谷
の
祇
園
で
は
現
在
も
こ
の
笠
鉾
を
曳
行
し
て

い
る
。
）

明
治
４
４
年
（
１
９
１
１
）
笠
鉾
の
曳
行
順
路
に
電
話
線
が
架
設
さ
れ
る

大
正
３
年
（
１
９
１
４
）
に
は
、
電
灯
線
架
設

昭
和
３
７
年
（
１
９
６
２
）
夜
祭
の
笠
鉾
、
屋
台
６
基
が
国
の
重
要
有
形
民
俗
資

料
と
な
る

昭
和
４
２
年
（
１
９
６
７
）
埼
玉
国
体
の
折
、
昭
和
天
皇
、
香
淳
皇
后
両
陛
下

ご
奉
迎
の
た
め
笠
鉾
、
屋
台
６
基
を
飾
置
、
以
来

各
町
会
と
も｢

賜
天
覧｣

の
札
を
掲
げ
て
い
る

昭
和
５
０
年
（
１
９
７
５
）
笠
鉾
、
屋
台
６
基
が
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財

と
改
称

昭
和
５
４
年
（
１
９
７
９
）｢

秩
父
祭
の
屋
台
行
事
と
神
楽｣

と
し
て
国
の

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る

平
成
２
８
年
（
２
０
１
６
）
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

現
在
の
笠
鉾
は
明
治
１
３
年
（
１
８
８
０
）
に
造
ら
れ
ま
し
た
。

名
工
荒
木
和
泉
の
傑
作
で
す
。
構
造
は
八
棟
造
り
の
屋
型
の
上
に
、
三
層
の
花
笠

（
笠
鉾
）
を
立
て
た
、
大
型
の
笠
鉾
で
勾
欄
に
は
龍
の
彫
り
物
が
巻
き
付
い
て
い

ま
す
。

明
治
４
４
年
（
１
９
１
１
）
の
電
話
線
架
設
以
来
、
花
笠
を
立
て
ず
に
曳
行
さ

れ
て
い
ま
す
。
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中
近
笠
鉾
の
特
徴
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◎

軒
唐
破
風
、
入
母
屋
造
り
、
千
鳥
破
風
を
付
け
た
八
棟
造
り
の

屋
型
。

◎

勾
欄
に
巻
き
付
い
た
龍
の
彫
刻
。

◎

標
木
を
囲
む
内
陣
風
の
内
室
は
、
鉾
の
神
聖
さ
を
強
く
表
現
し

て
い
ま
す
。

◎

宮
殿
風
の
構
え
で
四
方
に
御
簾
を
吊
り
、
そ
の
外
郭
に
そ
れ
ぞ

れ
極
彩
色
の
彫
刻
で
飾
っ
て
い
ま
す
。

内
室
の
周
囲
に
は
、
二
十
四
孝
（
中
国
で
古
今
の
孝
子
二
十
四
人
を
選
定
し
た

も
の
）
の
う
ち
我
が
国
で
も
知
ら
れ
て
い
る
、
八
孝
子
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

【
正
面
右
】

孟
宗
（
も
う
そ
う
）

病
床
の
母
が
望
む
筍
を
、
雪
中
の
竹
林
で
掘
り
当
て
た
と
い
う
故
事

【
正
面
左
】

唐
婦
人
（
と
う
ふ
じ
ん
）

年
老
い
て
歯
が
無
く
食
べ
る
事
が
出
来
な
い
姑
に
乳
を
与
え
て
い
る
構
図

【
左
側
面
前
】

菫
永
（
き
ん
え
い
）

貧
し
く
て
父
の
葬
儀
が
出
来
ず
、
自
分
を
売
り
葬
儀
を
し
よ
う
と
主
家
に
い
く

途
中
。
美
女
に
会
い
、
そ
の
美
女
（
織
姫
）
が
妻
と
な
り
機
を
三
百
疋
織
り
上
げ

て
孝
行
息
子
を
助
け
る
故
事
。

【
左
側
面
後
】

郭
巨
（
か
っ
こ
）

家
貧
し
く
、
妻
と
共
に
子
を
殺
し
て
母
を
養
お
う
と
、
穴
を
掘
る
と
黄
金
の
釜

が
出
て
母
子
と
も
に
養
う
事
が
出
来
た
と
い
う
故
事
。

【
右
側
面
前
】

虞
舜
（
ぐ
し
ゅ
ん
）

父
母
の
た
め
に
精
出
し
て
働
く
。
鳥
や
獣
ま
で
そ
の
孝
心
に
感
じ
、
象
が
来
て

田
畑
を
耕
し
、
鳥
が
来
て
草
を
取
り
、
そ
の
労
を
助
け
る
構
図

【
右
側
面
後
】

楊
香
（
よ
う
こ
う
）

虎
が
来
て
父
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
た
が
、
虎
の
首
に
す
が
り｢

父
を
助
け
て
私

を
食
ら
え｣

と
言
っ
た
。
虎
も
そ
の
孝
心
に
感
じ
て
山
に
逃
げ
帰
っ
た
と
い
う
故
事

【
後
面
右
】

江
華
（
こ
う
か
）

父
に
死
別
、
家
貧
し
く
と
も
良
く
母
に
仕
え
、
戦
乱
の
世
に
母
を
車
に
乗
せ
て
隣

国
に
難
を
逃
れ
る
有
様
。

【
後
面
左
】

剡
子
（
え
ん
し
）

年
老
い
た
父
が
眼
病
に
か
か
り
、
鹿
の
乳
が
眼
病
に
効
く
事
を
知
り
、
鹿
の
皮

を
着
て
、
鹿
に
近
づ
き
乳
を
得
て
帰
っ
た
と
こ
ろ
の
構
図

【
正
面
右
】
孟
宗

【
正
面
左
】
唐
婦
人
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【
左
側
面
前
】
菫
永

【
左
側
面
後
】
郭
巨

【
右
側
面
前
】
虞
舜

【
右
側
面
後
】
楊
香

【
後
面
右
】
江
華

【
後
面
左
】
剡
子
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屋
根
飾
り
上
部
（
鬼
板
）
、
下
部
（
懸
魚
）

お

に

い

た

げ

ぎ

ょ

正
面
唐
破
風
鬼
板
の
彫
刻

素
戔
嗚

尊

の
八
岐
大

蛇

退
治
は

す

さ
の
お
の
み
こ
と

や

ま

た
の
お
ろ
ち
た
い

じ

誰
で
も
知
っ
て
い
る
神
話
で
す

が
、
中
近
で
は
正
面
の
鬼
板
に

そ
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

彫
刻
は
、
素
戔
嗚
尊
と
奇
稲
田
姫

く

し

な

だ

ひ

め

そ
し
て
酒
樽
の
正
面
鬼
板
の
彫
刻

で
す
が
、
で
は
八
岐
大
蛇
は
ど
こ

に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
一
体
は
鬼
板
の
下
部
に

取
り
付
け
ら
れ
た
懸
魚
に

大
蛇(

龍
）
が
彫
刻
さ
れ
て

い
ま
す
。

さ
て
残
り
の
七
体
の

大
蛇
（
龍
）
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

千
鳥
破
風
周
囲
の
彫
刻

を
じ
っ
く
り
鑑
賞
す
れ
ば

見
え
て
き
ま
す
。

正
面
唐
破
風
懸
魚
（
龍
・
八
岐
大
蛇
）
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右
側
面
唐
破
風
の
彫
刻

大
巳
貴
命
大
鷲
退
治
（
お
お
な

む
ち
の
み
こ
と
お
お
わ
し
た
い
じ
）

の
彫
刻
で
す
。

能
登
国
七
尾
で
大
巳
貴
命
は

老
翁
夫
婦
に
饗
応
さ
れ
、
国
土
と

人
民
を
守
る
よ
う
懇
願
さ
れ
た
。

あ
る
と
き
こ
の
国
（
能
登
）
に

大
鷲
が
棲
み
つ
き
住
民
を
殺
し
、

家
畜
を
損
傷
さ
せ
た
。

大
巳
貴
命
は
鳳
凰
に
乗
っ
て

速
や
か
に
現
れ
退
治
し
た
。

中
近
で
は
鷲
（
お
お
と
り
）
明
神

の
大
鷲
退
治
と
伝
わ
っ
て
お
り
、

お
酉
様
（
台
東
区
、
長
國
寺
）
の

鷲
妙
見
の
お
札
に
基
づ
く
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

左
側
面
唐
破
風
の
彫
刻

中
近
で
は
、
山
幸
彦
と
豊
玉
姫

の
話｢

山
幸
彦
の
還
幸｣

と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
が
、
浦
島
太
郎
と
乙
姫

様
（
竜
宮
伝
説
）
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

ど
ち
ら
の
話
も
、
必
ず
一
度
は

耳
に
し
た
物
語
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
浦
島
の
物
語
は
、
神
話

の
「
海
幸
彦
と
山
幸
彦
」
に
基

づ
い
て
い
ま
す
。

後
面
唐
破
風
の
彫
刻

日
本
武
尊
の
土
蜘
蛛
退
治
の
彫
刻
で
す
。

中
近
で
は
、
戸
隠
明
神
の
土
蜘
蛛
退
治
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
物
語
な
の
か
は
不
詳
で
す
。
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飛

龍

龍
は
一
般
的
に
吉
祥
の
霊
獣
と
い
わ
れ
、
海
や
川
、
湖
沼
な
ど
に
棲
む
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

｢

百
瀬
の
滝
を
登
り
な
ば
、
た
ち
ま
ち
龍
に
な
り
ぬ
べ
し
・
・
・
・｣

こ
れ
は
耳
に

馴
染
ん
だ
唱
歌｢

鯉
の
ぼ
り｣

の
第
三
節
で
、
龍
門
と
呼
ば
れ
る
急
流
を
登
り
切
っ

た
鯉
は
そ
の
ま
ま
空
に
舞
い
上
が
っ
て
龍
に
な
る
と
い
う
中
国
故
事
か
ら
来
て
い

る
事
は
周
知
の
事
と
思
い
ま
す
。

天
空
を
走
り
雲
を
起
こ
し
、
雨
や
風
を
呼
ぶ
と
さ
れ
、
勢
い
の
あ
る
龍
は
好
ん

で
彫
刻
に
も
使
わ
れ
、
各
地
の
社
寺
を
は
じ
め
、
山
車
彫
刻
に
盛
ん
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
に
飛
龍
が
あ
り
翼
を
持
っ
た
龍
と
し
て
知
ら
れ
、
秩
父
で
は
冬
の

本
町
屋
台
の
水
引
幕
が
特
に
有
名
で
す
。

多
く
の
場
合
、
躰
は
尾
び
れ
の
つ
い
た
魚
の
姿
で
表
さ
れ
ま
す
が
、
中
近
の
腰

支
輪
で
は
龍
の
成
長
過
程
が
克
明
に
刻
ま
れ
た
大
変
珍
し
い
作
例
を
見
せ
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
順
を
追
っ
て
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
・

例
１
は
頭
は
龍
で
す
が
、
尾
び
れ
、
胸
び
れ
の
つ
い
た
滝
を
登
り
切
っ
た
ば
か

り
の
姿
。
ま
だ
体
か
ら
は
火
炎
も
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

例
２
は
胸
び
れ
が
翼
状
に
広
が
り
、
火
炎
も
発
生
し
始
め
て
い
ま
す
が
、
ま
だ

尾
び
れ
の
つ
い
た
魚
の
姿
で
す
。

更
に
龍
は
成
長
を
続
け
盛
ん
に
火
炎
を
発
生
さ
せ
な
が
ら
、
例
３
に
見
る
よ
う

に

翼
は
鳥
状
に
、
尾
は
龍
の
そ
れ
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

爪
も
大
き
く
発
達
し
、
も
う
龍
そ
の
も
の
に
成
長
す
る
直
前
の
姿
で
す
。

中
近
の
腰
支
輪
に
は
こ
の
よ
う
に
成
長
す
る
飛
龍
の
姿
が
生
き
生
き
と
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
に
も
一
度
じ
っ
く
り
鑑
賞
し
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
１
は
城
の
天
守
閣
を
飾
る｢

鯱
（
シ
ャ
チ
）
鉾｣

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

天
下
人
に
登
り
詰
め
た
と
い
う
象
徴
で
す
。

例
１

例
２

例
３
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秩
父
屋
台
囃
子

秩
父
屋
台
囃
子
は
、
二
百
人
も
の
曳
き
手
の
心
を
一
つ
に
ま
と
め
、
士
気
を

鼓
舞
し
ま
す
。

全
国
で
も
比
類
の
無
い
勇
壮
な
祭
り
囃
子
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

屋
台
囃
子
に
使
用
す
る
楽
器
の
構
成
は
、
中
近
の
場
合
、

大
太
鼓

一

小
太
鼓

四
（
笠
鉾
の
時

三
）

摺
鉦

一

す
り
か
ね

篠
笛

一

し
の
ぶ
え祭

礼
当
日
の
笠
鉾
内
の
楽
器
の
配
置
は
、
大
太
鼓
を
笠
鉾
前
方
の
登
勾
欄
の
裏

こ
う
ら
ん

側
の
空
間
に
麻
縄
で
吊
り
込
み
、
小
太
鼓
は
、
四
個
が
床
に
水
平
に
な
る
よ
う
に
、

木
枠
に
固
定
し
、
笠
鉾
の
後
方
に
縦
一
列
に
配
置
し
ま
す
。

太
鼓
の
設
置
作
業
は｢

太
鼓
吊
り｣

と
い
い
、
大
祭
前
日
の
十
二
月
二
日
の
午
後

に
行
わ
れ
ま
す
。

笠
鉾
に
は
、
常
時
十
八
人
前
後
が
乗
り
込
ん
で
屋
台
囃
子
を
演
奏
し
ま
す
。

屋
台
囃
子
の
曲
目
は
、
笠
鉾
が
前
進
す
る
時
、
大
太
鼓
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
演

奏
さ
れ
る｢

屋
台
囃
子｣

（
中
近
で
は
単
に｢

大
太
鼓｣

と
い
い
ま
す
）
と
、
笠
鉾
の

方
向
転
換
の
時
だ
け
小
太
鼓
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
る｢

玉
入
れ｣

の
二
種
類
で
す
。

屋
台
囃
子
の
演
奏
は
、
小
太
鼓
が
四
打
の
リ
ズ
ム
を
刻
み
、
こ
れ
が
他
の
楽
器

の
基
本
リ
ズ
ム
と
な
り
ま
す
。
演
奏
の
リ
ー
ド
は
、
終
始
大
太
鼓
が
行
い
、
こ
れ

に
合
わ
せ
て
摺
鉦
と
篠
笛
が
演
奏
さ
れ
ま
す
。

小
太
鼓
の
演
奏
は
四
人
同
時
に
行
い
ま
す
が
、
大
太
鼓
の
演
奏
は
一
人
で
行
い
、

二
～
三
分
で
次
々
と
交
代
し
ま
す
。
力
強
い
大
太
鼓
の
大
波
、
小
波
の
打
ち
込
み

は
腹
の
底
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
聴
い
て
い
る
だ
け
で
全
身
に
力
が
漲
り
ま
す
。

み
な
ぎ

屋
台
囃
子
の
奏
法
は
、
屋
台
町
毎
に
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
特
に
中
近
で
は
、

大
太
鼓
の
演
奏
者
の
独
奏
的
な
要
素
が
強
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叩
き
手
は
、
自
分
自

身
の
屋
台
囃
子
を
即
興
的
に
組
立
て
て
、
個
性
豊
か
な
演
奏
を
行
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
笠
鉾
の
中
で
屋
台
囃
子
を
演
奏
す
る
様
子
は
、
腰
幕
や
彫
刻
な
ど

に
遮
ら
れ
て
外
か
ら
見
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
が
、
大
太
鼓
の
音
を
聞
く
だ
け
で
、

誰
が
叩
い
て
い
る
の
か
、
演
奏
者
同
士
で
識
別
出
来
る
の
で
す
。
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中
近
、
幸
運
の
反
転
巴

秩
父
地
方
の
屋
台
、
笠
鉾
の
多
く
は
極
彩
色
の
彫
刻
と
金
色
に
輝
く
飾
金
具
に

飾
ら
れ
て
お
り
、
上
、
中
、
本
、
宮
等
々
金
具
の
多
く
に
は
、
町
会
の
一
文
字
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

夜
祭
り
の
下
郷
の｢

志｣

の
よ
う
に
頭
文
字
を
使
っ
て
好
印
象
を
与
え
る
工
夫
や

夏
祭
り
の
番
場
の
よ
う
に
、｢

は｣

を
用
い
て
濁
音
を
清
音
に
か
え
る
工
夫
と
と
も

に
番
の
字
の
簡
略
化
に
努
め
て
い
る
町
会
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
町
名
金
具
に
も
様
々
な
特
徴
が
見
ら
れ
興
味
深
い
も
の
で
す
が
、

こ
う
し
た
中
で
中
近
に
は
ど
こ
を
探
し
て
も
一
枚
の
町
名
金
具
も
見
当
た
り
ま
せ

ん
。
笠
を
含
め
て
文
字
金
具
の
代
わ
り
に
全
て
大
小
の
巴
紋
で
統
一
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

れ
は
、
中
村
町
内
に
鎮
座
す
る
八
坂
神
社
の

社
紋
と
同
じ
で
、
三
つ
巴
の
神
紋
で
す
。

当
社
は
小
さ
な
祠
で
す
が
、
そ
の
存
在
は
大
き
く

毎
年
七
月
二
十
日
の
川
瀬
祭
り
当
日
は

昭
和
五
十
年
代
に
至
る
ま
で
神
輿
に
供
奉
し
た

屋
台
、
笠
鉾
は
当
社
を
中
心
に
曳
き
揃
え
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。

中
近
も
古
く
は
こ
の
社
前
で
道
路
を
塞
い
で

ふ
さ

組
立
て
ら
れ
、
今
も
夏
冬
の
大
祭
に
は
社
前
に
大
幟
が
立
て
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
大
祭
と
深
く
係
わ
っ
て
き
た
社
紋
と
中
近
の
飾
金
具
が
同
一
の
紋

様
で
あ
る
こ
と
は
、
大
変
意
義
深
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
よ
く
見
る
と
通
常
の
三
つ
巴
と
は
配
置
が
逆
の
い
わ
ゆ
る

逆
さ
巴
が
目
に
付
く
は
ず
で
す
。

こ
れ
が｢

繁
栄
の
逆
さ
巴｣

で
、
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
配
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
し
て
問
題
の｢

幸
運
の
反
転
巴｣

。
こ
れ
は
全
体
で
唯
一
枚
だ
け
で
巴
の
向
き

が
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
度
中
近
を
見
る
と
き
は
是
非
探
し
て
見
て
下
さ
い
。

逆
さ
巴
と
反
転
巴
を
自
分
の
目
で
。
ヒ
ン
ト
は
比
較
的
探
し
や
す
い
位
置
に
あ
る

と
い
う
事
で
す
。

社
前
の
大
幟
は
、

神
依
人
之
敬
増
威
・
人
依
神
之
徳
添
運
・

と
大
書
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
御
成
敗
式
目
（
鎌
倉
時
代
）
の
冒
頭
の
一
文
で
、
神
は
人
の
敬
い
に
よ

っ
て
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
つ
て
運
を
添
う
。
と
言
う
意
味
で
す
。

一
、
神
社
を
修
理
し
、
祭
祀
を
専
ら
に
す
べ
き
事

右
、
神
は
人
の
敬
い
に
よ
っ
て
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
っ
て
運
を
添
う
。

然
れ
ば
則
ち
恒
例
の
祭
祀
は
陵
夷
（
衰
退
）
を
致
さ
ず
、
如
在
（
神
を
祭
る
）

り
よ
う

い

に
ょ

ざ
い

の
礼
奠
（
供
物
）
は
怠
慢
せ
し
む
る
な
か
れ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
関
東
御
分
の
国
々

れ
い
て
ん

な
ら
び
に
庄
園
に
於
て
は
、
地
頭
神
主
ら

各

そ
の
趣
を
存
し
、
精
誠
を
致
す
べ

お
の
お
の

き
な
り
。
兼
て
ま
た
有
封
（
封
戸
の
あ
る
）
の
社
に
至
っ
て
は
、
代
々
の
符
（
太

う

ふ

政
官
符
）
に
任
せ
、
小
破
の
時
は

且

修
理
を
加
へ
、
も
し
大
破
に
及
び
子
細
を

か
つ
が
つ

言
上
せ
ば
、
そ
の
左
右
（
状
況
）
に
随
て
そ
の
沙
汰
（
＝
指
示
）
あ
る
べ
し
。

さ

う

幸
運
の
反
転
巴

繁
栄
の
逆
さ
巴

三
つ
巴
（
通
常
）
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組番一

中

近

町

会

中
近
笠
鉾
保
存
会
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参
考
資
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台
東
区
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
（
屋
台
図
）

東
京
都
浅
草
橋
・
人
形
店
『
吉
徳
』
所
蔵

長
く
原
舟
月
（
人
形
師
）
作
、
川
越
鍛
冶
町
屋
台
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が

こ
の
程
、
中
近
笠
鉾
の
原
図
と
判
明
し
ま
し
た
。

現
行
笠
鉾
と
は
相
違
も
見
ら
れ
、
完
成
ま
で
の
試
行
錯
誤
が
窺
え
ま
す
。

う
か
が

東
京
新
聞
の
記
事
に
よ
る
と
（
令
和
元
年
十
一
月
六
日
朝
刊
）

東
京
都
浅
草
橋
の
老
舗
人
形
店
「
吉
徳
」
保
管
の
絵
図

秩
父
夜
祭
り
の
中
近
笠
鉾
の
原
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
原
図
は
、
竜
の
頭
や
形
・
口
の
開
き
か
た
な
ど
か
ら
、
玉
井
村
（
現
熊

谷
市
）
を
拠
点
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
彫
刻
師
「
小
林
流
一
門
」
に
よ
り
書

か
れ
た
と
分
析
さ
れ
た
。

当
初
絵
図
は
、
１
９
９
７
年
に
川
越
市
立
博
物
館
で
の
企
画
展
に
お
い
て

「
川
越
鍛
冶
町
屋
台
図
」
と
し
て
出
展
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
見
た
中
近

町
会
関
係
者
が
中
近
笠
鉾
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
た
。

今
年
七
月
に
関
係
者
ら
が
中
近
笠
鉾
の
写
真
と
絵
図
を
照
合
し
て
笠
鉾
の

原
図
だ
と
確
認
さ
れ
た
。

絵
図
は
笠
鉾
の
建
造
時
期
に
照
ら
し
て
１
８
８
０
年
～
１
８
９
４
年

（
明
治
１
３
年
～
明
治
２
７
年
）
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
推
測
。

こ
の
計
画
作
図
に
書
か
れ
て
い
る
、
獅
子
の
木
鼻
・
腰
羽
目
・
斗
組
・

琵
琶
板
・
向
拝
宝
珠
柱
の
巻
き
龍
・
建
つ
土
台
地
紋
な
ど
は
現
笠
鉾
に
は

存
在
し
な
い
。


